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川 崎 市 （ 環 境 局 ）   

  
  共共同同住住宅宅向向けけ「「ＥＥＶＶ用用充充電電イインンフフララ補補助助金金」」のの募募集集をを行行いいまますす!!  

 

市内における電気自動車（ＥＶ）の普及に向けては、本市の住宅の約７割を占めるマンション

等の共同住宅の居住者が、安心して電気自動車を導入できる環境を整えることが重要です。 

本市では、令和５年度から「川崎市ＥＶ用充電インフラ補助金」を創設し、共同住宅に設置さ

れるＥＶ用の充電設備の導入費用の一部を補助しており、今年度も継続して募集を行います。     

なお、募集は、令和６年４月８日（月）から開始いたします。 

 

１ 補助金の概要  

補助対象経費 
（消費税を除く） 補助対象設備 補助率 

１基あたり 
の上限額 

充電設備の購入費と 

設置工事費  

・普通充電設備 

・充電用コンセントスタンド 
経済産業省補助金等

を除いた額の４分の３  

23 万円／基 

・充電用コンセント   12 万円／基 

※ １共同住宅あたり５基が上限です。 

   

・制度の詳細、申請方法等は市のホームページを御確認ください。 

 ＵＲＬ：https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000147639.html 

 

２ 補助の対象者  

  令和６年度内に工事が完了する事業であって次の要件をすべて満たしている方 

(１) 共同住宅の管理組合・所有者、リース会社等 

(２) 経済産業省補助金の交付決定を受けた方 

※経済産業省補助金（一般社団法人次世代自動車振興センター 充電インフラ補助金） 

ＵＲＬ：http://www.cev-pc.or.jp/ 

・経済産業省補助金の交付申請の締切りは、令和６年９月中旬で受付が終了しますので御注意ください。 

 

３ 市への申請期限等 
令和７年 1 月 17 日（金） 

 ※令和６年度工事分の補助予算額に達した場合は、期限前に受付を終了します。 

受付状況等は市のホームページに掲載します。 

問合せ先 

川崎市環境局環境対策部地域環境共創課 喜多 

電話 ０４４－２００－２５０５ 

 

https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000147639.html
http://www.cev-pc.or.jp/









